
景蒸篭罵騰擬態運闘臆曾蛤で
予防接種iこ対する関心を高め、予院接種率の向上を図るため、本年度も日本医師会は、日本小児科医会・厚生労

働省と共催により、3月1日（土）～3月7日（金）までの1週間子ども予防接種週間を実施します。

忘れている予防接種はありませんか、予防接種の記録を見なおしましょう。

OBCG

生後6カ月未満

○三種混合（ジフテリア・破傷風・百日咳）

生後3カ月～90カ月未満で、3－8週間隔で3回、その後12－18カ月の間に1回接種　　　　　　一＿

OMRワクチン第1期（麻しん風しん混合ワクチン）

生後12カ月－24カ月未満に1回接種

OMRワクチン第2期（麻しん風しん混合ワクチン）

平成13年4月2日一平成14年4月1日生まれの方は、平20年3月31日までに1回接種

※第1・2期も、麻しん及び風しんのどちらか一方にかかった方は、かからないほうの予

防接種をします。（単独麻しんワクチン・風しんワクチン）

〇二種混合（ジフテリア・破傷風）

13歳未満で1回接種

子ども予防接種週間における医療機関・実施日

∴協力医療機関名： � � �i �：4日伏在 �：5自戒「 �∴6日（木） �：7日（金）： 

武井クリニック ℡（45）6811 �午前のみ ○ �× �○ �○ �○ �午前のみ ○ �○ 

野村眼科内科医院 ℡（20）8070 �○ �× �○ �○ �○ �○ �○ 

東桂メディカルクリニック ℡（20）8010 �○ �× �○ �○ �○ �○ �○ 

ツル虎ノ門外科リハヒリ デーシヨン病院 ℡（45）8861 �○ �× �○ �○ �○ �○ �○ 

しまだ医院 ℡0555（25）2388 �午前のみ ○ �× �○ �○ �○ �午前のみ ○ �○ 

都留市立病院 ℡（45）1811 �× �× �× �× �午後のみ ○ �× �午後のみ ○ 

錦織

※詳しくは、医療

機関に確認し、電

話予約をお願いし

ます。

間合先

健康推進課

予防担当

℡（46）5113
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後
期
高
齢
書
医
療
制
度
施
行
に
伴
う

被
保
険
書
証
の
送
付
に
つ
い
て

高
齢
者
の
健
康
な
生
活
を
支
え
る
医
療
を
目
指
し
た
、
新

し
い
『
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
』
が
4
月
1
日
か
ら
開
始
さ
れ

ま
す
。
3
月
1
7
日
以
降
に
7
5
歳
以
上
の
方
（
一
定
の
障
害
が

あ
る
6
5
歳
以
上
の
方
）
、
一
人
ひ
と
り
に
新
し
い
『
後
期
高
齢

者
医
療
被
保
険
者
証
』
を
郵
送
し
ま
す
の
で
、
4
月
1
日
か
ら

医
療
を
受
け
る
際
に
は
、
こ
の
『
後
期
高
齢
者
医
癒
被
保
険

者
証
』
を
提
示
し
て
く
だ
さ
い
。
制
度
の
詳
し
い
内
容
に
つ
い

て
は
、
保
険
証
に
同
封
し
ま
す
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
い
た

だ
く
か
、
次
ま
で
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

平
成
2
0
年
4
月
に
7
5
歳
の
誕
生
日
を
迎
え
ら
れ
る
方
で
、

現
在
国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
方
は
『
国
民
健
康
保
険

被
保
険
者
証
』
と
新
し
い
『
後
期
高
齢
者
医
療
被
保
険
者
証
』

の
2
枚
が
3
月
中
に
郵
送
さ
れ
ま
す
。
誕
生
日
か
ら
『
後
期
高

齢
者
医
療
被
保
険
者
証
』
を
使
用
し
て
い
た
だ
く
こ
と
に
な
り

ま
す
の
で
、
そ
れ
ま
で
大
切
に
保
管
を
し
て
く
だ
さ
い
。

被
用
者
保
険
（
政
府
管
掌
保
険
・
健
康
保
険
組
合
・
共
済
組

合
な
ど
）
の
被
保
険
者
の
方
の
不
要
に
な
っ
た
被
保
険
者
証
の

取
り
扱
い
な
ど
に
つ
い
て
は
、
そ
れ
ま
で
加
入
さ
れ
て
い
た

保
険
者
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※
保
険
証
は
、
郵
便
局
の
配
達
記
録
郵
便
で
お
届
け
し
ま
す
。

聞
合
先

市
民
生
活
課
　
国
保
医
療
担
当

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合

℡
0
5
5
（
2
3
6
）
5
6
7
1

山
梨
県
後
期
高
齢
者
医
療
広
域
連
合
・
・
・
後
期
高
齢
者
医

療
の
事
務
を
行
う
た
め
に
、
山
梨
県
の
全
て
の
市
町
村
が
加

入
し
設
立
さ
れ
た
団
体
で
、
保
険
証
の
交
付
や
医
療
の
給
付
、

保
険
料
の
決
定
な
ど
を
行
い
ま
す
。
広
域
連
合
で
は
、
市
町

村
と
連
携
し
て
安
定
し
た
制
度
の
運
営
を
行
い
、
高
齢
者
の

方
々
の
サ
ー
ビ
ス
向
上
に
努
め
ま
す
。


